
かごしまの農林水産物輸出促進ビジョン推進事業

補助金交付要綱

（趣 旨）

第１条 知事は，県産農林水産物の輸出拡大を図るため，別表の事業を行う補助事業者に対し予算の

範囲内において補助金を交付するものとし，その交付については，鹿児島県補助金等交付規則（昭

和63年鹿児島県規則第１号。以下「規則」という。）に定めるほか，この要綱に定めるところによ

る。

（交付対象者及び補助対象経費等）

第２条 補助金の交付対象者は，以下の各号いずれにも該当しない者とする。

(1) 法人等（個人，法人又は団体をいう）が，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）であるとき又

は法人等の役員等（個人である場合はその者，法人である場合は役員又は視点若しくは営業所（常

時契約を締結する事務所をいう。）の代表者の団体である場合は代表者，理事等，その他経営に

実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が，暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下同じ。）であるとき。

(2) 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が，暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に避難されるべき関係を

有しているとき。

(5) 法人等が刑事告訴された結果，又は民事法上の不法行為を行った結果，係争中であるとき。

２ 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は，別表のとおりとする。

（補助金の交付申請）

第３条 規則第３条の補助金交付申請書は，別記第１号様式によるものとする。

２ 規則第３条の規定により補助金交付申請書に添付すべき書類は，次のとおりとする。

(1) 事業計画書（別記第２号様式）

(2) 収支予算書（別記第３号様式）

(3) その他知事が必要と認める書類

３ 補助金交付申請書の提出期限は，知事が別に定める日とし，その提出部数は１部とする。

４ 補助金交付申請書の提出に当たって，当該補助金にかかる消費税仕入れ控除税額（補助対象経費

に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち，消費税法（昭和63年法律第108号）に規定

する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第22

6号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。）

があり，かつ，その金額が明らかな場合には，これを減額して申請しなければならない。ただし，

申請時において当該補助金に係る消費税仕入れ控除税額が明らかでない場合は，この限りでない。

（決定の通知）

第４条 規則第６条の規定による補助金の交付の決定の通知は，補助金交付決定通知書（別記第４号

様式）により行うものとする。



（補助事業の内容等の変更）

第５条 規則第７条第１項の補助事業の内容等の変更事由は，別表のとおりとする。

２ 規則第７条第１項の補助金変更申請書は，別記第５号様式によるものとし，同項の規定により当

該申請書に添付すべき書類は，次のとおりとする。

(1) 事業変更計画書（別記第２号様式）

(2) 変更収支予算書（別記第３号様式）

３ 規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定による通知は，補助金変更交付決定通知書

（別記第６号様式）により行うものとする。

（申請の取下げ）

第６条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は，交付の決定の通知

を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。

（状況報告）

第７条 規則第11条第１項の規定による事業遂行状況報告については，別記様式第７号様式によりこ

れを知事に報告しなければならない。

（事業の着手）

第８条 事業の着手は，交付決定に基づき行うものとする。ただし，補助金の交付申請者（以下，「申

請者」という。）が，やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業を着手する必要がある場

合には，申請者は，あらかじめ，知事の適正な指導を受けた上で，その理由を明記した事前着手届

（別記第８号様式）を知事に提出するものとする。

２ 前項のただし書により交付決定の前に着手する場合については，申請者は，事業の内容及び補助

金の交付が確実となってから着手するものとする。この場合において，申請者は交付決定までのあ

らゆる損失等は自らの責任とすること，また，事業の全部又は一部が補助の対象とならないことが

あり得ることを了知の上で行うものとする。

（実績報告）

第９条 規則第13条の補助事業等実績報告書は，別記第９号様式によるものとする。

２ 規則第13条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は，次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書（別記第２号様式）

(2) 収支精算書（別記第３号様式）

(3) その他知事が必要と認める書類

３ 第１項の補助事業等実績報告書の提出期限は，事業完了の日から１箇月を経過した日又は３月末

日までのいずれか早い日とし，その提出部数は１部とする。

ただし，ＧＦＰフラッグシップ輸出産地形成プロジェクト事業については，第１項の補助事業等

実績報告書の提出期限は，事業完了の日から１箇月を経過した日又は２月末日までのいずれか早い

日とする。

４ 第３条第４項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は，補助事業実績報告書を提出

するに当たって，当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は，これを補助金額か

ら減額して報告しなければならない。

５ 第３条第４項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は，補助事業実績報告書を提出

した後において，消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定

した場合には，その金額（前項の規定により減額した補助事業者については，その金額が減じた額

を上回る部分の金額）を速やかに知事に報告するとともに，これを返還しなければならない。

また，当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても，

その状況等について，事業実施年度の翌年度６月30日までに，別記第10号様式により知事に報告し

なければならない。



（補助金の額の確定）

第10条 規則第14条の規定による補助金の額の確定の通知は，補助金交付確定通知書（別記第11号様

式）により行うものとする。

（補助金等の交付）

第11条 規則第16条第１項の補助金等交付請求書は，別記第12号様式のとおりとする。

２ この要綱に基づき交付される補助金については，概算払をすることができる。

３ 規則第16条第３項の補助金等概算払申請書は，別記第13号様式のとおりとする。

（個人情報保護等に係る対応）

第12条 補助事業者は，事業遂行に際し知り得た第三者の情報については，当該情報を提供する者の

指示に従い，又は，特段の指示がないときは，法令を遵守し適正な管理をするものとし，事業の目

的又は提供された目的以外に利用してはならない。

（海外の付加価値税に係る還付金の納付）

第13条 補助事業者は，事業終了後に手数料等を上回る海外の付加価値税の還付が見込まれるときは，

付加価値税の還付手続きを速やかに行い，手数料等を除いた還付額に係る補助金相当額を県に納付

するものとする。

（雑 則）

第14条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。

附 則

１ この要綱は，令和４年４月１日から施行する。

２ この通知による改正前の本要綱により交付決定した事業については、なお従前の例による。

３ 次に掲げる交付要綱は，廃止する。

(1) かごしまの農林水産物輸出促進ビジョン推進事業のうちかごしまの食グローバルファーマー

育成支援事業補助金交付要綱

(2) かごしまの農林水産物輸出促進ビジョン推進事業のうち県産農産物等輸出商社支援事業補助

金交付要綱

附 則

１ この要綱は，令和５年４月３日から施行する。

２ この通知による改正前の本要綱により交付決定した事業については、なお従前の例による。



別表（第２条，第５条及び第７条関係）

補 助 率 又 補 助 事 業 事業遂行状況報告
事業名 補助対象経費 は 補 助 額 等 の 内 容

等 の 変 更 報告時点 報告期限
要件

かごしまの 補助事業者が実施する，海外のバイヤー

食グローバル等実需者からの要望や輸出先国の規制等に ３ 分 の ２ 補 助 金 額 事 業 年 度 事業年度の

ファーマー 対応するための生産体制の構築に必要な経 以内 の 3 0％を の10月31日 11月15日

育成支援事 費。 超える減 現在 ※交付決定

業 (1) 海外のバイヤー等実需者からの要望に ※ 交 付 決 が10月31日

対応するための経費 補 助 金 額 定が10月 以降の場合

(2) 輸出先国の規制等に対応するための経 の増 31日以降のは１月15日

費 場合は12月

(3) 海外への新たな販路開拓のための経費 31日現在

かごしま農 補助事業者が実施する，県産農産物等の

産物等海外 海外への新規販路開拓（新規生産者又は新

販路開拓支 規品目若しくは新規販路先との取引開始）

援事業 に資する取組に要する経費。

(1) 輸出環境整備に係る経費 10分の10以内

(2) 海外営業活動に係る経費 ２分の１以内

ＧＦＰフラ 補助事業者が実施する，生産方法の転換

ッグシップ や集荷，船積み方法の転換の取組に要する 定額

輸出産地形 経費

成プロジェ (1) 輸出向け生産への産地転換等の取組に

クト事業 係る経費

(2) 輸出向け生産のための規模拡大や，コ

スト低減等のための新品種・新技術導入

等の取組に係る経費

(3) 輸出向け生産に向けた意識改革や技術

取得等のために必要な人材育成等の取組

に係る経費

(4) コールドチェーンを確保した集荷方法

・集荷体制の確立，輸送コスト軽減のた

めの混載を前提とした集荷から船積みま

での流通体系の構築等，集荷・流通方法

の転換の取組に係る経費


